
 海田町立保育所副食費徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

                   海田町長 竹 野 内 啓 佑 

 



 

海田町規則第６号 

×××海田町立保育所副食費徴収規則の一部を改正する規則 

×海田町立保育所副食費徴収規則（令和元年海田町規則第１３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「４，５００円」を「４，９００円」に改める。 

附 則 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 


